
Information

公
売

町税務課　TEL096－23４－１１１2（ 内線１１3）

■
期
間
公
売
の
お
知
ら
せ

　
町
税
な
ど
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し

押
さ
え
た
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

▼
入
札
期
間

　
３
月
12
日
（
日
）
・
15
日
（
水
）
〜

17
日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▼
入
札
場
所

　
町
税
務
課
窓
口

▼
落
札
者
の
決
定
方
法

　
売
却
区
分
番
号
ご
と
に
、
最
高
額
で

入
札
し
た
人
を
落
札
者
と
し
ま
す
。

※
最
低
見
積
価
格
以
上
の
入
札
に
限
る
。

■
公
売
財
産

▼
売
却
区
分
番
号
①

・
物
品
名
　
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
（
ヤ
ン
マ
ー
）

・
型
式
　
Ｖ
i 

o 

30
‐
３

・
バ
ケ
ッ
ト
容
量
　
０
・
１
０
立
方
㍍

・
最
大
積
載
質
量
　
３
１
０
㌔
㌘

・
製
造
年
月
　
平
成
17
年
11
月

・
最
低
見
積
価
格
　
70
万
円

・
公
売
保
証
金
７
万
円
を
入
札
前
に
納

　
付
し
て
く
だ
さ
い

・
特
定
自
主
検
査
切
れ

▼
売
却
区
分
番
号
②

・
物
品
名
　
普
通
自
動
車
（
ホ
ン
ダ
）

・
初
度
登
録
　
平
成
25
年
６
月

・
型
式
　
Ｄ
Ｂ
Ａ
‐
Ｇ
Ｅ
６

・
総
排
気
量
　
１
・
３
３
㍑

・
走
行
距
離
　
２
１
８
・
２
９
５
㌔
㍍

・
色
　
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ル

・
最
低
見
積
価
格
　
５
万
５
千
円

・
公
売
保
証
金
不
要

・
車
検
切
れ
（
令
和
４
年
12
月
１
日
）

●
下
見
会
の
ご
案
内

・
日
時
　
３
月
12
日
（
日
）
午
前
９
時

　
〜
午
後
５
時

・
場
所
　
甲
佐
町
役
場
南
側
駐
車
場

※
町
は
公
売
財
産
に
対
し
て
瑕
疵
担
保

　
責
任
は
一
切
負
い
ま
せ
ん
。

※
現
況
有
姿
で
引
き
渡
し
ま
す
。

税

町税務課　TEL096－23４－１１１2（ 内線１１3）

■ 

令
和
５
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
・

軽
自
動
車
税
の
納
付
方
法
が
拡
充

　
令
和
５
年
度
か
ら
、
固
定
資
産
税
お

よ
び
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
付

書
に
e
Ｌ
番
号
や
e
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
を
印
字

し
て
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
送
付
し
ま
す
。

こ
の
e
Ｌ
番
号
や
e
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
を
利
用

し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
ご
自
宅
の
パ

ソ
コ
ン
か
ら
電
子
納
税
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

▼
納
付
方
法

・
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
納
付
…
納
付
書

　
に
印
字
さ
れ
た
e
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
を
、
ア

　
プ
リ
で
読
み
取
っ
て
決
済
し
ま
す
。

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
…
地
方
税

　
共
同
機
構
が
提
供
す
る
「
地
方
税
お

　
支
払
サ
イ
ト
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
画

　
面
に
従
っ
て
操
作
し
ま
す
。

・
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
…
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を

　
利
用
し
て
事
前
登
録
し
た
口
座
か
ら

　
決
済
し
ま
す
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど

　
に
よ
る
納
付
…
金
融
機
関
が
運
営
す

　
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、

　
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付
し
ま
す
。

・
地
方
税
統
一
e
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
対
応
金
融

　
機
関
窓
口
（
ほ
ぼ
全
国
の
金
融
機
関
）

　
で
納
付
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
「
地
方
税
お

　
支
払
サ
イ
ト
（
利
用

　
者
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
）
」
を
ご
覧
く
だ

　
さ
い
。

※
納
付
に
係
る
通
信
費
や
一
部
の
ス
マ

　
ホ
決
済
ア
プ
リ
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ

　
ト
カ
ー
ド
納
付
の
手
数
料
は
利
用

　
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
領

　
収
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
車
検
用
納
税
証
明
書
の
提
示
に
つ
い

　
て
は
、
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

■ 

令
和
５
年
度
の
固
定
資
産
税
４
期

割
の
納
期
限
を
変
更
し
ま
す

　
今
回
の
納
付
方
法
拡
充
に
伴
う
一
部

金
融
機
関
の
シ
ス
テ
ム
改
修
な
ど
に
よ

り
、
令
和
５
年
度
に
限
り
固
定
資
産
税

４
期
割
の
第
１
期
の
納
期
限
を
５
月
31

（
水
）
日
に
変
更
し
ま
す
。
ま
た
、
納

期
限
の
変
更
に
伴
い
、
納
税
通
知
書
は

４
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

固定資産税などの納付
方法が拡充します

詳 し く は 町 税 務 課 ま で お 尋 ね く だ さ い

▲ 売 却 区 分 番 号 ② 普 通 自 動 車

▲ 売 却 区 分 番 号 ① 油 圧 シ ョ ベ ル

▶
詳
細
は
こ
ち
ら

　
を
チ
ェ
ッ
ク
！
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町からのお知らせ　【３月】

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－23４－１１１3（内線103）

■
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
へ
の

　

加
入
手
続
き
が
必
要
で
す

　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
生

の
人
も
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
勤
務
先
を
退
職
し
た
と
き

は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変

更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
退
職
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
や
収
入
が
増

加
し
た
こ
と
で
扶
養
か
ら
外
れ
た
配
偶

者
も
、
国
民
年
金
へ
の
切
り
替
え
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　
令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
１
万
６
５
２
０
円
（
月
額
）
で
す
。

前
納
制
度
を
利
用
す
る
と
割
引
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、

納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日
で
す
。
期
限

ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下

の
場
合
、
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険

料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
未

納
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、
老
後
や

万
一
の
け
が
な
ど
で
障
が
い
が
残
っ
た

と
き
に
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
難
し
い
場
合
は

学
生
納
付
特
例
制
度
を
活
用
し
ま
し
ょ

う
。
承
認
期
間
は
４
月
～
翌
年
３
月
で

す
。
申
請
は
２
年
１
カ
月
前
の
納
付
分

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
請
に
は
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
が
必
要
で
す
。
特
例
を
受
け
た
期

間
は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
給
付
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
納
付
期
限
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ

ば
、
未
納
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

で
き
る
追
納
制
度
も
あ
り
ま
す
。
将
来

受
け
取
る
年
金
額
は
支
払
っ
た
保
険
料

に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
未
納
が
あ

る
人
は
追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096－23４－１１１3（ 内線１08）

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
に

　

異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
届
け
出
を

　
世
帯
主
は
、
自
分
の
世
帯
員
に
国
民

健
康
保
険
の
資
格
異
動
（
転
入
、
転
出
、

社
会
保
険
へ
の
加
入
ま
た
は
脱
退
な

ど
）
が
あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に
必

ず
町
へ
届
け
出
を
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
給

付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
職
場
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
以
外
は
、
国
民
健
康
保
険
に
入
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
３
〜
４
月
は
、
就
職

や
退
職
な
ど
で
異
動
が
多
い
時
期
で
す
。

忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

※
国
民
健
康
保
険
税
は
、
届
け
出
を
し

　
た
日
の
月
か
ら
で
は
な
く
、
国
民
健

　
康
保
険
に
加
入
し
た
日
（
転
入
日
や

　
社
会
保
険
の
資
格
喪
失
日
な
ど
）
の

　
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
必
要
が

　
あ
り
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

　

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
月
）
で
す

（
短
期
証
を
除
き
ま
す
）。

　
令
和
５
年
度
の
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
世
帯
主

あ
て
に
簡
易
書
留
郵
便
に
て
送
付
し
ま

す
。

■
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　

の
発
行
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯

を
対
象
に
、
町
と
協
定
を
締
結
し
た
施

術
業
者
で
は
り
治
療
な
ど
を
受
け
る
場

合
、
１
回
の
治
療
に
対
し
て
１
０
０
０

円
の
補
助
が
受
け
ら
れ
る
治
療
券
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
の
「
あ
ん
ま
・
は
り
・

き
ゅ
う
治
療
券
」
の
使
用
期
限
は
、
３

月
31
日
（
金
）
で
す
。
令
和
５
年
度
の

治
療
券
は
４
月
３
日
（
月
）
か
ら
発
行

し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で

治
療
券
が
必
要
な
人
は
、
町
住
民
生
活

課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

国民健康保険の資格異動
は届け出が必要です

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で お 尋 ね く だ さ い

学生は保険料納付の
猶予が受けられます

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で お 尋 ね く だ さ い
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